
北海道総合計画成果品制作委託業務公募型プロポーザル 

質問内容及び回答について 

 質問内容 回答 

１ 2016 年に作成したときからの変更点はある

か。 

また、要望はあるか 

前回制作した際には、動画の項目がなく、今回

新規事項。 

 

２ 動画は、計画の概要を紹介するものか 動画の長さを、15秒から５分程度としており、

計画の内容よりは、計画自体の普及を目的と

して制作いただきたい。 

3 制作物の作成については、目的やコンセプト

などについて、わかる範囲で提案すればよい

か。 

そのとおり。今回の資料に記載のあることを

踏まえて提案いただきたい。 

4 印刷業務は、禁止されている再委託に該当す

るか。 

コンソーシアムを事前に組む必要があるか。 

今回の契約における印刷業務は、禁止されて

いる再委託に含まれない。 

５ 支給原稿と委託者が作成するデザインのす

み分けについて。原稿は支給されるのか。 

 

本編については、道庁より原稿を支給する。 

概要版（日本語）及び簡易版については、原稿

は支給しないが、本編を要約した資料を提供

するので、それを基に当課と調整のうえ、事業

者様において制作いただきたい。 

なお、概要版（英語版）は、概要版（日本語）

を翻訳したものを制作いただきたい。 

６ 使用するイラストについて、フリー素材の使

用は可能か。 

今回制作いただく冊子は、その著作権等一切

の権利を北海道に引き渡していただく必要が

あることから、著作権等の引き渡しが可能な

イラストを用いていただきたい。 

７ 過去の概要版、簡易版を閲覧したいが可能か 希望する事業者様に、PDF データの送付が可

能。 

なお、冊子は、計画推進課にお越しいただける

場合には、交付が可能。 

８ 次の業務は再委託が可能か 

①イラストの制作 

②校了後、印刷することを目的としたデータ

制作 

①制作するイラストのイメージ構築は、受託

した事業者様において対応いただく必要があ

る。その上で、構築したイメージに沿ったイラ

スト制作を第三者に再委託することに合理的



③電子版（HTML 版）制作におけるコーディ

ング作業 

な理由や必要性があると道が認めた場合に、

事前に道の承認を得た上で再委託することが

可能。 

②委託業務遂行のため、補助的に第三者に依

頼するにとどまるものと考えられるため、再

委託には該当しない。 

③委託業務遂行のため、補助的に第三者に依

頼するにとどまるものと考えられるため、再

委託には該当しない。 

９ 簡易版の SP コードは道で用意するのか 簡易版に掲載するＳＰコードについては、事

業者様においてご用意いただきたい。 

10 印刷紙の同等品について、同じキロ数

（厚さ）、質感であれば問題ないか 

同じキロ数（厚さ）、質感であれば問題ないが、

制作する冊子により適していると考えられる

用紙があれば、ご提案いただきたい。 

11 音声コードに関して次の２種類どちら

でもよいか 

 ・Uni-voice 

 ・SP コード 

問題ない。 

12 web 版のデータ作成に関して、HTML 版

（電子ブック等）と PDF、２種作るとい

うことか。 

HTML 版に関しては、電子ブック版のみ

でよいか。 

また、電子ブックに関して種類の限定等

あるか。 

Web 版は、HTML 形式と PDF 形式の２種類を

制作いただきたい。 

HTML 版は電子ブックのみでも良い。 

電子ブックに関し、種類の指定等はない。 

なお、Web 版に関しては、北海道公式ホーム

ページに掲載することを目的としており、道

公式ホームページに掲載するに当たっては、

CMS の作成に係る留意事項を踏まえて作成い

ただきたい。 

なお、当該留意事項については、参加表明書を

受理した事業者様にお渡しする予定。 

13 道庁ＨＰの環境を教えてほしい 

①サーバーのＯＳ、バージョン 

②WEB サーバーの種類 

③PHP のバージョン 

④ハードのスペック 

セキュリティの観点から非公開情報となって

おり、お伝え致しかねます。 

なお、ファイルの容量については、「１MB」、

画像は「500KB」を目安としています。 
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道 HP にリンクを張り、電子版を外部サ

ーバにおくことは可能か。 

企画提案指示書において、Web 版は｢道公式

HP にて閲覧及びダウンロードができるよう

に｣としており、そうした観点から企画提案書

の審査を行うこととなります。 

なお、Web 版の制作にあたっては、別途参加

表明をされた事業者様に送付している｢ CMS

の作成に係る留意事項｣をご参照ください。 


